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【 報　告 １ 】 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に 

基づく協議会への移行について
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく 

協議会への移行について 

 

 

下関市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を「地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律」（以下「活性化再生法」という。）に基づく、（仮）下関市地

域公共交通協議会（以下「法定協議会」という。）に移行したいと考えております。 

 

 

１．法定協議会へ移行する理由 

○補助金の活用 

現在、自家用有償旅客運送である市生活バスでは、その運行に対する国の

補助金（国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業費補助金）を活用して

います。 

今後、活性化再生法の改正に合わせ、補助制度の変更に伴い、その補助金

の対象者は、地方自治体ではなく、「法定協議会」を通して、交付されること

になりましたので、「法定協議会」への移行が必要となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本市では、「下関市地域公共交通網形成計画（下関市総合交通戦

略）」を策定し、この計画について、交通会議で進捗管理を行っています。 

今後、現計画を変更する際は、活性化再生法に基づき、「地域公共交通計

画」に変更することになります。 
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２．法定協議会について 

① 法定協議会の位置づけ 

「法定協議会」と「交通会議」の参加する関係者は、法律上、同じ構成メ

ンバーになると考えております。 

そこで、「法定協議会」と「交通会議」を別々に設けるのではなく、「交通

会議」を廃止し、両者の機能を併せ持つ「法定協議会」へ移行いたします。 

また、既存の「交通会議」は予算を取り扱っていません。 

「法定協議会」に移行することに伴い、補助金の受領等が必要となること

から、「法定協議会」で予算を取り扱うにあたり、事務処理方法等を変更する

ことが必要となります。 

 

② 交通会議の名称変更 

「法定協議会」になったことをわかりやすく内外に示すため、既存の「交

通会議」の名称を、「（仮）下関市地域公共交通協議会」に変更するように考

えております。 

 

③ 法定協議会の設置 

現在も、地域公共交通確保維持改善事業費補助金の活用しており、今後の

補助金を受ける予定に併せて、令和 5年 3月頃、もしくは遅くとも令和 5年

度中に、法定協議会へ移行したいと考えております。 

 

④ 各種規程の制定 

下関市地域公共交通会議設置要綱（以下「設置要綱」という。）を廃止し、

法定協議会規約を新設します。 

これに併せて、各種規程を整備いたします。 
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